
※１…経済的に困難な場合は、「保険料免除制度」や「納付猶予制度」を利用
※２…一時的な海外渡航者等は、特例的に第３号被保険者になる場合が
　　　ある

※１

※2

※賃金（平均標準報酬額）とは厚生年金への加入期間中の給与と賞与の
　平均額。障害等級は基礎年金と厚生年金で共通。障害厚生年金（２級
　以上）受給者は、同時に障害基礎年金を受給できる

老齢

国民年金
学生
自営業者
農林漁業者

各自が納付

勤め先を通じて納付
（給料から天引き）

（ ）
自己負担なし
第２号被保険者の
加入制度が負担

会社員
公務員

国内に居住し、第２号
被保険者に扶養され
ている配偶者

国民年金

国民年金と
厚生年金保険

障害

遺族

第１号
被保険者

第２号

第３号

基礎年金 厚生年金

加入する
制度 対象者 保険料の

納付方法

公的年金の給付の種類（表1）

保険料の納付方法（表2）

老齢基礎年金
保険料を納めた期間などに
応じた額

障害基礎年金
障害等級に応じた額
（子がいる場合には加算あり）

遺族基礎年金
老齢基礎年金の満額に子の
数に応じて加算した額

老齢厚生年金
保険料を納めた期間や賃金
に応じた額

障害厚生年金
賃金や加入期間、障害等級
に応じた額

遺族厚生年金
亡くなった方の老齢厚生
年金の４分の３の額

出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/content/000341071.pdf)

　
公
的
年
金
は
ど
ん
な
時
に

受
給
で
き
る
？

　
年
金
は
い
つ
ま
で
受
給
で

き
る
？

　
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と

ど
う
な
る
？

　
年
金
額
は
ど
の
よ
う
に
決

ま
る
？

　
年
金
は
受
給
額
ば
か
り
に
目
を
向
け

が
ち
で
す
が
「
ど
の
よ
う
に
保
険
料
を

納
め
て
き
た
か
」
「
病
気
や
け
が
で
障

害
が
残
っ
た
か
」
「
家
族
が
死
亡
し
た

か
」
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
一
面
も
あ

り
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
時
に
困
ら
な
い

た
め
に
も
、
公
的
年
金
の
仕
組
み
を
再

確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
公
的
年
金
に
は
「老
齢
」
「障

害
」
「遺
族
」
と
い
う
三
つ
の
支

給
事
由
が
あ
り
ま
す
。
老
齢
年
金
は
高

齢
（原
則
�
歳
）に
な
っ
て
稼
ぐ
力
が
な

く
な
っ
た
時
、障
害
年
金
は
現
役
（原
則

�
歳
未
満
）
の
人
が
障
害
に
よ
り
稼
ぐ

力
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、

遺
族
年
金
は
稼
い
で
い
た
家
族
が
亡
く

な
り
世
帯
と
し
て
稼
ぐ
力
が
な
く
な
っ

た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
受
給
で
き
ま
す
。

　
あ
る
程
度
高
齢
に
な
る
と
、
体
の
あ

ち
こ
ち
に
障
害
が
出
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
障
害
年
金
は
現
役
の
人
を

支
え
る
制
度
な
の
で
、
高
齢
の
人
が
新

た
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
公
的
年
金
に
は
「
１
人
１
年

金
の
原
則
」
が
あ
る
た
め
、
一
部
の
特

例
を
除
い
て
１
人
で
２
種
類
以
上
の
年

金
を
同
時
に
受
給
（
併
給
）
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。併
給
で
き
る
場
合
は
、

年
金
額
や
課
税
さ
れ
る
か
ど
う
か
（
障

害
年
金
と
遺
族
年
金
は
非
課
税
）
を
考

え
、
受
給
者
自
身
が
受
け
取
る
年
金
を

選
択
し
ま
す
。

　
原
則
と
し
て
受
給
権
者
が
死

亡
す
る
ま
で
受
給
で
き
ま
す
。

た
だ
し
遺
族
年
金
は
、
受
給
権
者
が
結

婚
を
し
た
時
（
内
縁
を
含
む
）
や
直
系

の
血
族
・
姻
族
以
外
の
人
の
養
子
に
な

っ
た
時
な
ど
に
は
受
給
権
が
な
く
な
り

ま
す
。
障
害
年
金
に
つ
い
て
も
、
障
害

の
程
度
が
軽
く
な
っ
た
場
合
は
、
年
金

が
支
給
停
止
等
さ
れ
ま
す
。

　
実
際
に
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

が
生
存
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
日
本

年
金
機
構
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）
を
利
用
し
て
確
認
し
て
い
ま
す
。

　
支
給
事
由
や
子
の
数
に
よ
り

定
額
が
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
を
除
き
、

年
金
額
は
保
険
料
を
納
付
し
た
月
数
や

賃
金
等
（
平
均
標
準
報
酬
額
）
を
基
に

決
ま
り
ま
す
（
表
１
）
。
特
に
厚
生
年

金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
賃
金

を
縦
軸
に
、
保
険
料
を
納
付
し
た
月
数

を
横
軸
に
し
た
長
方
形
を
例
と
し
て
、

こ
の
面
積
が
大
き
い
ほ
ど
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
増
え
る
と
考
え
る
と
、
イ

メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

　
年
金
の
支
給
事
由
ご
と
に
受

給
資
格
期
間
や
保
険
料
納
付
要

件
が
異
な
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
保
険
料
の
納
付
期
間
が
短
す
ぎ
る
と

受
給
で
き
ま
せ
ん
。
将
来
受
け
取
る
年

金
額
を
増
や
す
た
め
に
も
、
で
き
る
だ

け
未
納
期
間
を
つ
く
ら
ず
、
納
付
済
み

期
間
を
増
や
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
厚

生
年
金
保
険
料
が
給
与
天
引
き
さ
れ
る

会
社
員
と
比
べ
、
自
身
で
保
険
料
を
納

付
す
る
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
者
等
）
は
未
納
と
な
り
や
す

い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
（
表
２
）
。

　
収
入
の
減
少
や
失
業
等
に
よ
り
国
民

年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
の
た
め
に
保
険
料
免

除
制
度
や
納
付
猶
予
制
度
も
あ
り
ま

す
。
納
付
が
難
し
い
場
合
は
未
納
の
ま

ま
に
し
な
い
で
、
お
住
ま
い
の
市
町
村

の
国
民
年
金
担
当
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

（
特
定
社
会
保
険
労
務
士
）
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